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参
院
選
で
改
憲
派
が
三
分
の
二 

７
月
に
実
施
さ
れ
た
参
議
院
議
員
選
挙
で

自
民
、
公
明
、
お
お
さ
か
維
新
な
ど
い
わ
ゆ

る
改
憲
党
派
が
総
議
席
の
三
分
の
二
を
獲
得

し
た
。
こ
の
結
果
を
得
て
安
倍
晋
三
首
相
は

憲
法
問
題
に
つ
い
て
衆
参
両
院
の
憲
法
審
査

会
で
議
論
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。 

 
 

 

平
和
憲
法
を
否
定
す
る
安
倍
首
相 

安
倍
首
相
は
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱

却
」
を
掲
げ
る
な
ど
タ
カ
派
色
を
強
め
か
ね

て
よ
り
憲
法
改
正
に
執
心
。
そ
れ
は
一
昨
年

６
月
の
憲
法
改
正
国
民
投
票
法
や
昨
年
９
月

に
強
行
採
決
さ
れ
た
集
団
的
自
衛
権
行
使
を 

       

容
認
す
る
安
全
保
障
関
連
法
な
ど
の
成
立
を

見
れ
ば
明
ら
か
。
こ
れ
ら
は
憲
法
改
正
を
視

野
に
入
れ
た
布
石
だ
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て

安
倍
首
相
の
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱

却
」
と
は
、
究
極
的
に
は
平
和
憲
法
の
否
定

に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

 
 

 

変
え
て
は
な
ら
な
い 

現
行
憲
法
の
核
心 

た
し
か
に
我
が
国
憲
法
は
敗
戦
直
後
の
混

乱
し
た
情
勢
下
で
制
定
さ
れ
た
た
め
問
題
点

も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
憲
法
と
い
え
ど
も

不
磨
の
大
典
で
も
な
い
。
た
だ
し
現
憲
法
の

核
心
で
あ
る
『
戦
争
放
棄
』
『
基
本
的
人

権
』
『
主
権
在
民
』
、
こ
の
精
神
は
い
か
な 

       

る
場
合
で
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我

が
国
憲
法
は
先
の
大
戦
の
反
省
と
犠
牲
に
な

っ
た
人
々
の
血
で
贖
わ
れ
た
憲
法
だ
か
ら
だ
。 

 
 

 

伊
豆
大
島
に
あ
っ
た 

平
和
憲
法
制
定
の
動
き 

じ
つ
は
我
が
国
の
現
憲
法
を
先
取
り
す
る

よ
う
に
伊
豆
大
島
に
は
す
で
に
平
和
憲
法
制

定
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ

て
な
い
。
も
っ
と
も
分
離
通
告
か
ら
撤
回
ま

で
の
わ
ず
か
五
十
数
日
で
消
滅
し
た
憲
法
だ

っ
た
た
め
無
理
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
『
大

島
憲
章
』
と
も
『
大
島
暫
定
憲
法
』
と
も
い

わ
れ
る
『
大
島
大
誓
言
』
は
１
９
４
６
年
３

月
に
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
我
が
国
現
憲

あ
が
な 
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法
の
施
行
は
47
年
５
月
で
あ
っ
た
か
ら
一

年
も
早
い
こ
と
に
な
る
。
紙
数
の
関
係
か
ら

大
誓
言
の
条
文
は
省
略
す
る
が
、
大
誓
言
は

第
一
章
統
治
権
、
第
二
章
議
会
、
第
三
章
執

政
－
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
し
て
統
治
権
は

島
民
に
あ
る
と
す
る
主
権
在
民
、
議
会
は
立

法
と
行
政
を
兼
ね
、
議
員
任
期
は
三
ヵ
年
と

す
る
、
執
政
長
は
首
長
と
し
て
大
島
を
代
表

す
る
－
な
ど
を
規
定
し
て
い
る
。 

 
 

            

『
大
島
大
誓
言
』
制
定
の
背
景 

同
誓
言
制
定
の
背
景
に
は
伊
豆
諸
島
は
日

本
国
か
ら
分
離
し
、
日
本
国
政
府
の
行
政
権

が
及
ば
な
い
と
す
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
政
策
が

あ
っ
た
。
こ
の
方
針
に
よ
っ
て
早
く
も
１
９

４
５
年
11
月
、
奄
美
大
島
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
信

託
統
治
さ
れ
、
軍
政
が
執
ら
れ
た
。
た
だ
し

伊
豆
諸
島
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
統
治
さ
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
監
督
は
す
る
が
統
治
は
島
民
自
身

が
行
う
と
い
う
方
針
で
臨
ん
だ
。 

 

 

か
く
し
て
１
９
４
６
年
１
月
、
日
本
国
の

主
権
や
行
政
権
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
一
朝
に

し
て
独
立
国
と
な
っ
た
伊
豆
諸
島
。
島
民
に

と
っ
て
ま
さ
に
青
天
の
霹
靂
。
驚
き
の
ほ
か

は
な
い
。
ま
し
て
自
分
た
ち
の
手
で
国
造
り

を
、
と
い
わ
れ
て
も
ま
る
で
雲
を
つ
か
む
よ

う
な
は
な
し
。
と
は
い
え
大
島
の
行
政
権
確

立
は
待
っ
た
な
し
。
柳
瀬
善
之
助
村
長(

当

時)

は
た
だ
ち
に
村
民
有
志
を
召
集
し
て
協

議
会
を
発
足
し
、
立
法
、
行
政
、
司
法
に
関

す
る
原
案
作
成
に
着
手
す
る
。
そ
し
て
成
立 

し
た
の
が
二
三
条
か
ら
成
る
『
大
島
大
誓 

言
』
だ
。 

 

む
ろ
ん
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
も
な
く
ほ
と
ん
ど

手
探
り
状
態
。
成
立
ま
で
に
は
紆
余
曲
折
が

あ
っ
た
。
た
だ
有
志
の
な
か
に
戦
前
は
非
合

法
で
あ
っ
た
政
党
の
党
員
が
お
り
、
彼
の
主

権
在
民
、
人
権
尊
重
な
ど
の
提
言
は
貴
重
な

も
の
で
あ
っ
た
。 

 
 

 

幻
と
な
っ
た
『
大
島
大
誓
言
』 

し
か
し
結
局
『
大
島
大
誓
言
』
は
施
行
さ

れ
ず
幻
の
憲
法
と
な
っ
た
。
都
側
が
伊
豆
諸

島
は
東
京
都
の
一
部
で
あ
り
軍
事
施
設
が
な

く
、
島
民
は
本
土
復
帰
を
求
め
て
い
る
な
ど

を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
認
め
さ
せ
、
１
９
４
６
年
３
月

に
行
政
権
分
離
が
撤
回
さ
れ
た
か
ら
だ
。 

 

『
大
島
大
誓
言
』
が
画
期
的
な
の
は
現
憲

法
に
匹
敵
す
る
条
文
を
盛
り
込
ん
だ
だ
け
で

な
く
、
学
者
や
専
門
家
に
頼
ら
ず
島
民
自
身

の
知
恵
と
創
意
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
と
い

う
点
も
あ
る
。 （

し
ま
む
ら 

こ
う
ぞ
う
） 

 

大島町役場保管の『大島大誓言』のコピー（左）

と解説文（右） 

へ
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き
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せ
つ 


